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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定 巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲 期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸について げる区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数

は、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位 を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 ない。

しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位

数の1000分の137に相当する単位数 数の1000分の137に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位

数の1000分の100に相当する単位数 数の1000分の100に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位 ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位

数の1000分の55に相当する単位数 数の1000分の55に相当する単位数

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数 イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) １月につき2,742単位 ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) １月につき2,667単位

注１ （略） 注１ （略）

（削る） ２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地

内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問

介護事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定夜間対応

型訪問介護事業所における一月当たりの利用者が同一建物に20

人以上居住する建物の利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護

を行った場合に、イについては、定期巡回サービス（指定地域

密着型サービス基準第５条第１項に規定する定期巡回サービス

をいう。）又は随時訪問サービス（同項に規定する随時訪問サ

ービスをいう。）を行った際に算定する所定単位数の100分の9

0に相当する単位数を、ロについては、所定単位数の100分の90
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に相当する単位数を算定する。

２ （略） ３ （略）

３ 指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地 （新設）

内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定夜間対応型訪問

介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建

物等」という。）に居住する利用者（指定夜間対応型訪問介護

事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人

以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定夜間対

応型訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物

に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住

する利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に

、イについては、定期巡回サービス（指定地域密着型サービス

基準第５条第１項に規定する定期巡回サービスをいう。以下こ

の注において同じ。）又は随時訪問サービス（同項に規定する

随時訪問サービスをいう。以下この注において同じ。）を行っ

た際に算定する所定単位数の100分の90に相当する単位数を、

ロについては、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算

定し、指定夜間対応型訪問介護事業所における１月当たりの利

用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利

用者に対して、指定夜間対応型訪問介護を行った場合に、イに

ついては、定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際

に算定する所定単位数の100分の85に相当する単位数を、ロに

ついては、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定す

る。

４・５ （略） ４・５ （略）

ハ （略） ハ （略）

ニ 介護職員処遇改善加算 ニ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定夜間

対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介 対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介
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護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月 護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月

31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める 31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては 次に掲げるその他の加算は算定しない。

、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

２の２ 地域密着型通所介護費 ２の２ 地域密着型通所介護費

イ 地域密着型通所介護費 イ 地域密着型通所介護費

⑴ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 407単位 ㈠ 要介護１ 426単位

㈡ 要介護２ 466単位 ㈡ 要介護２ 488単位

㈢ 要介護３ 527単位 ㈢ 要介護３ 552単位

㈣ 要介護４ 586単位 ㈣ 要介護４ 614単位

㈤ 要介護５ 647単位 ㈤ 要介護５ 678単位

⑵ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 （新設）

㈠ 要介護１ 426単位

㈡ 要介護２ 488単位

㈢ 要介護３ 552単位

㈣ 要介護４ 614単位

㈤ 要介護５ 678単位

⑶ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 ⑵ 所要時間５時間以上７時間未満の場合

㈠ 要介護１ 641単位 ㈠ 要介護１ 641単位

㈡ 要介護２ 757単位 ㈡ 要介護２ 757単位

㈢ 要介護３ 874単位 ㈢ 要介護３ 874単位

㈣ 要介護４ 990単位 ㈣ 要介護４ 990単位

㈤ 要介護５ 1,107単位 ㈤ 要介護５ 1,107単位

⑷ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 （新設）

㈠ 要介護１ 662単位

㈡ 要介護２ 782単位

㈢ 要介護３ 903単位
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